
 

 
平成２６年 ２月 ３日 

 
報道関係者各位 
 

国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学 

 
 

大規模災害等発生時における近畿地区国立大学法人間の 

連携・協力に関する協定の調印について 

 

近畿地区の１３国立大学法人（滋賀大学、滋賀医科大学、京都大学、京都教育大学、

京都工芸繊維大学、大阪大学、大阪教育大学、兵庫教育大学、神戸大学、奈良教育大

学、奈良女子大学、和歌山大学及び奈良先端科学技術大学院大学）（以下「１３大学」

という。）は、大規模災害等により、独自で十分な応急措置及び教育研究活動等の継

続・復旧が困難な場合に、迅速かつ的確に被災大学に対する緊急支援等の実施を目的

とした連携・協力に関する協定を下記のとおり締結する運びとなりました。 

締結式当日は短い時間ではございますが、出席学長による会見の場を設ける予定と

しております。報道機関の皆様におかれましては、締結式の様子の取材を賜りますよ

うお願いいたします。 

 

記 

 

日 時：平成２６年２月１０日（月）１６時３０分～１７時００分頃 

      【式次第】 

       １．学長による協定書への署名 

       ２．記念写真撮影 

       ３．出席学長への会見 

 

場 所：京都大学本部棟５階特別会議室 

 

  

 

 

 

 

プレスリリース 



 

連携・協力に関する協定の概要 
 

【目的】 

  近畿地区において、平成７年の阪神淡路大震災、平成２３年の東日本大震災の

ような地震や風水害等の大規模な自然災害、新型インフルエンザ等の重大な感染

症のまん延等の大規模災害等が発生し、又は発生する虞があると認められる場合

に、１３大学が相互に連携・協力することにより、被災大学に対する迅速かつ的

確な緊急支援及び復旧支援を推進し、被災大学の業務継続の確保と早期復旧を図

ることを目的とします。 

 

【連携・協力内容】 

  １３大学は、被災大学からの要請に基づき「食糧、飲料水、防災用具その他生

活必需品物資の提供」、「教育研究活動等の復旧・再開のために必要な教職員等

の派遣」等の連携・協力及び平常時における相互の情報共有を図り大規模災害等

の対策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本件問合せ先） 

◎協定内容に関すること 

  奈良先端科学技術大学院大学 環境安全衛生管理室 

TEL：０７４３-７２-６２２１ 

 

◎締結式取材に関すること 

  京都大学渉外部広報・社会連携推進室 

  TEL：075-753-2071 
 

 

 



大規模災害等発生時における 

近畿地区国立大学法人間の連携・協力に関する協定書 

  

 

近畿地区の１３国立大学法人（滋賀大学、滋賀医科大学、京都大学、京都教育大学、

京都工芸繊維大学、大阪大学、大阪教育大学、兵庫教育大学、神戸大学、奈良教育大

学、奈良女子大学、和歌山大学及び奈良先端科学技術大学院大学）（以下「１３大学」

という。）は、次のとおり協定を締結するものとする。  

 

（目的）  

第１条 本協定は、近畿地区で大規模災害等が発生し、又は発生する恐れがあると認

められる場合に、１３大学が相互に連携・協力することにより、被災大学に対す

る迅速かつ的確な緊急支援及び復旧支援を推進し、被災大学の業務継続の確保と

早期復旧を図ることを目的とする。 

  

（大規模災害等）  

第２条 本協定において「大規模災害等」とは、次に掲げるものをいう。  

（１）地震、風水害等の大規模な自然災害  

（２）新型インフルエンザ等の重大な感染症のまん延  

（３）その他重大な事件・事故等  

 

（連携・協力の内容）  

第３条 第１条の目的を達成するため、被災大学の要請に基づき次の連携・協力を行

う。  

（１）食料、飲料水、防災用具その他生活必需物資の提供  

（２）教育研究活動等の復旧・再開のために必要な教職員等の相互派遣 

（３）その他第１条の目的達成のために必要と認める事項 

   

（平常時の相互協力）  

第４条 １３大学は、平常時においても大規模災害等の対策に係る情報共有を図るな

ど、その推進について相互協力に努めるものとする。  

 

（協定の有効期間）  

第５条 本協定の有効期間は、締結した日から起算して１年間とする。ただし、有効

期間満了の１か月前までに、１３大学のいずれかから改廃の申し入れがない場合

は、有効期間満了の日の翌日から起算して１年間延長するものとし、以降も同様

とする。  

 

（その他）  

第６条  この協定の実施に関し必要な事項及び定めのない事項について、これを定め

る必要がある場合には、１３大学が協議のうえ定めるものとする。  



上記協定の締結を証するため、１３大学は次に記名し印を押すものとする。この

協定書は１３通作成し、１３大学で各１通を所持するものとする。  

 
平成２６年２月１０日  

 
 
国立大学法人滋賀大学         国立大学法人滋賀医科大学  
 学長                 学長  

 

 

 
国立大学法人京都大学         国立大学法人京都教育大学  
 総長                 学長  

 

 

 
国立大学法人京都工芸繊維大学     国立大学法人大阪大学  
 学長                 総長  

 

 

 
国立大学法人大阪教育大学       国立大学法人兵庫教育大学  
 学長                 学長  

 

 

 
国立大学法人神戸大学         国立大学法人奈良教育大学  
 学長                 学長  

 

 

 
国立大学法人奈良女子大学       国立大学法人和歌山大学  
 学長                 学長  

 

 

 
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学  
 学長  
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